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2017 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 

 

当社は、2013 年 9 月 12 日開催の当社取締役会において、2017 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下

「本新株予約権付社債」といいます。）社債額面金額合計額 150 億円の発行を決議いたしましたので、その概要に

つき下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

【本新株予約権付社債発行の背景】 

当社グループは 1937 年の設立以来、自動車・半導体・液晶製造工場内の製品物流・工程自動化ソリューション

や物流施設・倉庫内自動化ソリューションの提供など、あらゆる産業分野でマテリアルハンドリングに関する幅広

い実績を積み重ねるとともに、早くからグローバル化を志向し、現在では 20 の国と地域で事業を展開する世界で

1,2 位を争うマテリアルハンドリングシステム（※1）のサプライヤーとなっております。 

さらに、2013 年度からスタートさせた 4 ヵ年中期経営計画「Value Innovation 2017」において、マテリアルハ

ンドリングの総合メーカーとして培った実績と経験を活かし、マテリアルハンドリングをコア事業としつつ、「バ

リューイノベーション企業」への進化を目指しています。また、今後さらに海外事業を強化し、2016 年度の海外売

上高比率 60％（2012 年度は 52％）とし、特にアジア、米州の売上高を 2012 年度比でそれぞれ 1.6 倍程度に伸ばす

計画としています。 

当社グループが国内だけでなく海外のお客さまに対してもバリューイノベーション企業となるためには、現地の

お客さまの目線で現地に合った開発・マーケティングに基づくソリューションの提供や、納入後のバックアップと

アフターサービスの体制作りが重要になります。当社グループは 2012 年度に、米国の大手空港オペレーション＆

保守サービス会社の ELS HOLDING COMPANY、韓国洗車機市場の過半を占める Hallim Machinery Co.,Ltd.、米国の

大手医療機器メーカー向け組み込みコントローラ開発販売会社の DTx Inc.各社を買収しました。また、一般製造業

や流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム分野においても、2012 年度に欧州の薬品・アパレル・食品

向けマテリアルハンドリング機器に強みを持つオーストリアの KNAPP AG を持分法適用会社化し、また先月米国

Wynright Corporation の買収について同社株主と合意するなど、経営の現地化、現地パートナーとのアライアンス

の強化と現地スタッフの拡充を進めております。 

このようなバリューイノベーション企業への進化とともに、工場の生産性維持・向上投資や ICT による効率化投

資などのコストダウン策とプロジェクト本部制の導入などの構造改革を全社展開することで、グループ一丸となり

2016 年度のグループ売上高 2,800 億円、営業利益率 7％の目標達成に取り組んでおります。本新株予約権付社債は、

ゼロクーポンで発行することで資金調達コストの低減と金融収支の改善に寄与するとともに、新株予約権が行使さ

れた場合には自己資本の拡充が図れます。また 120％コールオプションを付与することで株価上昇時に行使を促進

することが可能となり、行使された場合には自己資本が拡充されることで今次中計期間中に当社の財務基盤を強化

することができます。以上の背景から当社グループは本新株予約権付社債の発行を決議いたしました。 

（※1）マテリアルハンドリングシステム：モノの保管（自動倉庫・移動棚・回転棚・固定棚など）、搬送（コンベ
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ヤ・モノレール・無人搬送車など）、仕分け・ピッキング（自動仕分け装置・ピッキングカート・デジタルピッキ

ングシステムなど）の機能をもった製品群に、ソフトウェア（物流センター管理システム・在庫管理ソフトウェア

など）を結合した全体としてのシステムの総称。 

 

 

【調達資金の使途】 

 本新株予約権付社債の新規発行による手取金については、以下に充当することを予定しています。 

① 米国における一般製造業・流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステムの業容拡大のため、米国 Wynright 

Corporation の株式取得資金の全部又は一部として、2014 年 3 月期に 大 5,000 百万円（当該株式取得の実行

時期によっては、一時的に手元資金にて当該株式取得資金の払込を行う場合もあります。）。 

  但し、外部環境の変化を含む諸事情によっては、当該株式取得が予定された時期及び条件で実行されない可能

性、又は当該株式取得そのものが中止される可能性があり、かかる場合には、当該株式取得資金に充当する予

定であった金額を 2014 年 4 月から 2016 年 3 月末までの設備投資資金に充当する予定です。 

② 2014 年 3 月期末までに発生する各事業にかかる設備投資資金として 2,500 百万円。 

③ 残額については、2014 年 3 月期末までに長期借入金の返済資金。 

 

 

記 

 

1. 社 債 の 名 称  株式会社ダイフク 2017 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新

株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本

新株予約権」という。） 

2. 本 社 債 の 払 込 金 額  本社債の額面金額の 101.0％ 

3. 本社債の払込期日（発行日）  2013 年 10 月 2 日 

4. 募 集 に 関 す る 事 項   

 (1)  募 集 の 方 法  Mizuho International plc 及びその他の買取引受人（以下「幹事会社」と総称

する。）の総額買取引受によるスイス連邦を中心とする海外市場（アメリカ合

衆国を除く。）における募集。但し、買付の申込みは下記 5.(1)(ハ)により当初

の転換価額が決定された日の翌日午前 8 時(日本時間)までに行われる。 

 (2)  本新株予約権付社債の

募集価格（発行価格） 

 本社債の額面金額の 103.5％ 

 

5. 本新株予約権に関する事項   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本新株予約権の目的 

で あ る 株 式 の 種 類 

及 び 数 

                 (イ) 

                 (ロ) 

 

 

 

 

 

                 (ハ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代え

て当社の保有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を

当社普通株式の｢交付｣という。）する数は、行使請求に係る本社債の額面金額

の総額を下記(ハ)記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行

使により生じる 1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

転換価額 

(ⅰ)当初の転換価額 

転換価額は、当初、2013 年 9 月 12 日に、当社代表取締役又は代理人が

当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向

を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、2013 年 9 月 12 日の株式

会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普
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通株式の終値（以下「終値」という）に 1.0 を乗じた額を下回ってはな

らない。 

(ⅱ)転換価額の調整 

転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価

を下回る払込金額で新たに当社普通株式を発行し又は当社の保有する当

社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次

の算式において、｢既発行株式数｣は当社の発行済普通株式総数（但し、

当社の保有する自己株式数を除く。）をいう。 

 

         

       ＋

発行又は 

処分株式数 
× 

1 株当たりの

払込金額 

   

既発行

株式数 時価 

   

調 整 後

転換価額
＝

調 整 前

転換価額
×

既発行株式数 ＋新発行又は処分株式数 

    

また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当を含む。）又は併合、当社

普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行、一定限度を超え

る配当支払い（特別配当の実施を含む。）、その他本新株予約権付社債の要項に

定める一定の場合にも適宜調整される。 

 

 (2) 本新株予約権の総数  3,000 個 

 (3) 本新株予約権の割当日  2013 年 10 月 2 日 

 (4) 各本新株予約権と引換

えに払い込む金銭の額 

 本新株予約権と引き換えにする金銭の払込みは要しない。 

 (5) 各本新株予約権の行使

に際して出資される財

産の内容及びその価額 

 

 

本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の

価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。 

 (6) 本新株予約権と引換え

に金銭の払込みを要し

ないこととする理由 

 

 

 

本新株予約権は、本新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分

離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本

社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、

また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、払込金額その他の発行条件によ

り当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払

込みを要しないこととした。 

 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本新株予約権を行使する

ことができる期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年 10 月 16 日から 2017 年 9 月 15 日の銀行営業終了時（いずれもルクセン

ブルク時間）までとする。但し、本社債が下記 6(4)(ロ)(ⅰ)乃至(ⅵ)の規定に

従い繰上償還される場合は、当該償還日の 5営業日前の日における銀行営業終

了時（ルクセンブルク時間）まで、下記 6(5)の規定に従い、本社債が消却のた

めに買い入れられる場合には、本新株予約権付社債が消却のために Mizuho 

International plc に引渡されるまで、また、下記 6(6)の規定に従い、当社が

本社債につき期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失時点までとする。

上記いずれの場合も、2017 年 9 月 15 日の銀行営業終了時（ルクセンブルク時

間）より後に本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編

等（下記 6(4)ロ(ⅲ)に定義する。）を行うために必要であると当社が合理的に

判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から 14 日以内のいずれかの

日に先立つ 30 日以内の当社が指定する期間中は本新株予約権を行使すること

ができないものとする。  

上記にかかわらず、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力が発生する東

京における日（又は当該行使日が東京における営業日でない場合は東京におけ

る翌営業日）が、株主確定日（以下に定義する。）の東京における 2 営業日前

の日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日

の東京における 3営業日前の日）（その日を含む。）から当該株主確定日（又は

当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京

における翌営業日）（その日を含む。）までの期間に該当する場合には、行使す
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ることができない。 

｢株主確定日｣とは、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。

その後の改正を含む。）第 151 条第 1 項に関連して株主を確定するために定め

られた日をいう。 

 

 

(8) その他の本新株予約権 

行 使 の 条 件 
 

 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 (9) 本新株予約権の取得事由  本新株予約権の取得事由は定めない。 

 

 

(10) 本社債に付する本新株予

約権の数 
 

 

各本社債に付する本新株予約権の数は 1 個とする。 

 

 

(11) 本新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合に

おける増加する資本金及

び資本準備金に関する事

項 

 

 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5

を乗じた金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増

加する資本金の額を減じた額とする。 

 

 

(12) 本新株予約権の行使の効

力 
 

 

Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.に本新株予約権付社債券及びその

他行使請求に必要な書類が預託された日の 24 時（ルクセンブルク時間）の直

前に本新株予約権の行使請求があったものとみなされ、したがって、本新株予

約権の行使の効力は、かかる時刻(日本においては当該時刻に相当する翌暦日

における時刻)に発生する。 

 

 

(13) 本新株予約権の行使請求

受付場所 
 

 

Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.の所定の営業所 

 

 

 

 

 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社が組織再編等を行

う場合の承継会社等に

よる新株予約権の交付 

 

 

 

(イ) 

 

  

(ロ) 

 

(ハ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社債に基づく当社の義務が、組織再編等に基づき承継会社等に移転する場

合、以下の条件に従って、承継会社等から本社債権者に対し、本新株予約権に

代えて新たな新株予約権を付与することができる。かかる場合、当社は承継会

社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう 善

の努力をするものとする。 

 

新株予約権の数 

当該組織再編等の効力発生日直前において残存する本社債の保有者が保有す

る本新株予約権の数と同一の数とする。 

新株予約権行使の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

新株予約権行使の目的である株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により発行又は交付される承継会社等の普通

株式の数は、当該組織再編等の条件及び下記を勘案の上、本新株予約権付社債

の要項を参照して決定する。 

(ⅰ)合併行為（下記 6(4)ロ(ⅲ)に定義する。）又は持株会社化行為（下記 6(4)

ロ(ⅲ)に定義する。）の場合、承継会社等の新株予約権の転換価額は、当

該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使したとすれば取

得されたであろう当社普通株式の数（当該株式数を以下「潜在的取得株式

数」という。）に相当する数の本株式の保有者が当該組織再編等により受

領する承継会社等の普通株式数（以下「交付可能株式数」という。）を、

当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使し

た承継会社等の新株予約権の保有者が取得できるよう決定する。合併行為

の効力発生に際し、承継会社等の普通株式以外の有価証券又はその他資産

が、潜在的取得株式数の保有者に交付される場合には、当該潜在的取得株

式数の保有者に交付される有価証券又は資産の公正市場価格を承継会社

等の普通株式1株当たりの時価で除して算出される株式数も交付可能株式

数に含まれるものとする。 

(ⅱ)いずれの組織再編等の場合においても、承継会社等の新株予約権の転換価

額は、本新株予約権付社債の所持人が当該組織再編等の効力発生日の直前

に本新株予約権を行使したとすれば取得したであろう当社の決定する同

等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新
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株予約権を行使した承継会社等の本新株予約権の保有者が取得できるよ

うに決定する。 

承継会社等の新株予約権の転換価額は、上記 5(1)(ハ)(ⅱ)と同様の調整に服す

る。 

新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

承継会社等の新株予約権の行使に際し、本新株予約権付社債の所持人は、承継

会社等に引き受けられた当該社債の額面金額相当額で本社債を現物出資し、当

該本社債は承継会社等に取得されたものとみなされる。 

新株予約権を行使することができる期間 

承継会社等の新株予約権は、組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予

約権が交付された日のいずれか遅い方の日（当日を含む。）から本新株予約権

の行使期間の 終日まで（当日を含む。）の期間いつでも行使することができ

る。 

新株予約権の行使のその他の条件 

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

新株予約権の行使により株式を発行した場合に増加する資本金及び資本準備

金 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する

資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限

度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限

度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

組織再編等が生じた場合 

承継会社等に組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱

いを行う。 

その他 

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等の普通株式につき生じる1株

未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものとする。承継会社等の

新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。 

 

｢承継会社等｣とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債

及び／又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。 

 

6. 本 社 債 に 関 す る 事 項   

 (1)  本 社 債 の 総 額  150 億円 

 (2)  各本社債の額面金額  5,000,000 円 

 (3)  本 社 債 の 利 率  本社債には利息を付さない。 

 (4)  償還の方法及び期限   

 (イ)  満期償還 

2017 年 10 月 2 日に本社債の額面金額の 100％で償還する。 

 (ロ)  繰上償還 

  (ⅰ)120％コールオプション条項による繰上償還 

当社は、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、20 連続

取引日（以下に定義する。）にわたり当該各取引日に有効な上記 5(1)(ハ)記

載の転換価額の 120％以上であった場合、当該 20 連続取引日の末日から 15

日以内に、本新株予約権付社債の所持人に対して、償還日に先立つ 30 日以

上 60 日以内の事前の通知を行った上で、2015 年 10 月 2 日以降、残存する本

社債の全部（一部は不可）を本社債の額面金額の 100％で繰上償還すること

ができる。 

｢取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表さ

れない日を含まない。 
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  (ⅱ)税制変更による繰上償還 

当社は、本社債に関する支払に関し下記(10)(イ)により追加金の支払義務が

発生したこと又は発生することを Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) 

S.A.に了解させた場合は、本新株予約権付社債の所持人に対して 30 日以上

60 日以内の事前の通知をした上、残存する本社債の全部（一部は不可）を

2013 年 10 月 3 日以降、本社債の額面金額の 100％で償還することができる。

(ⅲ)組織再編等による繰上償還 

下記の場合には、当社は、本新株予約権付社債の所持人に対して 30 日以上

の事前の通知を行った上で、当該通知において指定された日において、残存

する本社債の全部（一部は不可）を、以下に述べる償還金額に下記(10)(イ)

に基づく追加金（もしあれば）を付して繰上償還する。但し、かかる償還は、

関連する組織再編等についての当社の株主総会（又は、株主総会における決

議が必要でない場合には、当社の取締役会）による承認に服する。 

①承継会社による本新株予約権付社債の所持人に対する本新株予約権に 代

わる新規の新株予約権の付与を伴わない合併行為（以下に定義する。）の提

案が行われる場合 

②本社債に基づく当社の義務の承継会社への移転又は承継を伴わない持株

会社化行為（以下に定義する。）の提案が承継会社により行われる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③承継会社による本社債権者に対する本新株予約権に代わる新規の新株予

約権の付与を伴わない組織再編等（以下に定義する。）の提案が承継会社

により行われる場合 

④当社が、承継会社の普通株式が、関連する組織再編等の効力発生日におい

て上場が達成されていること又は上場が維持されていることを当社がその

時点で想定していない旨の当社代表取締役の署名した証明書を当該組織再

編等の発生日又はその前に Mizuho International plc に対して交付した場

合 

上記償還に適用される償還金額は、上記 5(1)(ハ)記載の転換価額の決定時点

における金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向

等を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金

額となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定

の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還

金額の 低額は本社債額面金額の 100％とし、 高額は本社債の額面金額の

170％とする。 

｢組織再編等｣とは、合併行為、会社分割行為、持株会社化行為及びその他の

組織再編行為をいう。 

「合併行為」とは、当社が他の法人と新設合併し、又はこれに吸収合併され

る（当社が存続会社となる新設合併又は吸収合併を除く。）旨の合併計画が当

社の株主総会（又は、株主総会における決議が必要でない場合には、当社の

取締役会）で承認された場合をいう。 

「会社分割行為」とは当社による新設分割若しくは吸収分割（本社債に基づ

く当社の義務を当該分割の相手方に承継させる場合に限る。）に関する新設分

割計画若しくは吸収分割契約が当社の株主総会（又は、株主総会における決

議が必要でない場合には、当社の取締役会）で承認された場合をいう。 

「持株会社化行為」とは、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完

全子会社となる旨の決議が当社の株主総会（又は、株主総会における決議が

必要でない場合には、当社の取締役会）で承認された場合をいう。 

  (ⅳ)上場廃止による繰上償還 

①金融商品取引法に従って当社以外の者（以下｢公開買付者｣という。）により、

当社普通株式の公開買付けが行われ、②当社が、金融商品取引法に基づいて、

当該公開買付けに賛同する意見を表明し、③当社又は公開買付者が、当該公

開買付けによる当社の普通株式の取得の結果、当社普通株式の上場が廃止さ

れる可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し（但し、当社又

は公開買付者が、当該株式取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう

善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ、④公開買付者が当該公
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開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開買付け

による当社普通株式の決済開始日から 14 日以内に本新株予約権付社債の所

持人に対して通知した上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還

日は、当該通知の日から東京における 14 営業日目以降 30 営業日目までのい

ずれかの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、上記(ⅲ)

記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額（その 低額は

本社債額面金額の 100％とし、 高額は本社債の額面金額の 170％とする。）

に下記（10）(イ)に基づく追加金（もしあれば）を付して繰上償還するもの

とする。 

上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通

株式の取得日の後に組織再編等を行う意向を公開買付届出書等で公表した場

合には、当社の償還義務に関する本（ⅳ)の規定は適用されない。但し、かか

る組織再編等が当該決済開始日から 60 日以内に生じなかった場合、当社は、

当該 60 日間の 終日から 14 日以内に本新株予約権付社債の所持人に対して

通知した上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、当該通

知の日から、残存する本社債の前文（一部は不可）を、上記償還金額に下記

（10）（イ）に基づく追加金（もしあれば）を付して繰上償還するものとする。

  (ⅴ)クリーンアップコール条項による繰上償還 

ある時点で残存する本社債の額面金額が当初発行された本社債の額面金額の

10％未満となった場合には、当社は、2013 年 10 月 3 日以降 2017 年 10 月 1

日までいつでも、本新株予約権付社債の所持人に対して 30 日以上 60 日以内

の事前の通知を行うことにより、残存する本社債の全部（一部は不可）を本

社債の額面金額の 100％で繰上償還することができる。 

(ⅵ)スクイーズアウトによる繰上償還 

当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株

式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合

（以下「スクイーズアウト事由」という。）、当社は、本新株予約権付社債の

所持人に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト

事由の発生日から 14 日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還

日（かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得

の効力発生日より前で、当該通知の日から東京における 14 営業日目以降 30

営業日目までのいずれかの日とする｡）に、残存する本社債の全部（一部は不

可）を、上記(ⅲ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金

額（その 低額は本社債の額面金額の 100％とし、 高額は本社債の額面金

額の 170％とする｡）で繰上償還するものとする。 

 

 (5)  買 入 消 却   当社ないし当社の子会社は、スイス中央銀行の規制並びにその他適用法令及び

規則に従い、上記 4(1)記載の幹事会社を介して、任意の価額で随時本新株予約

権付社債を買い入れ、買い入れた本新株予約権付社債を、消却のため、Mizuho 

Trust & Banking (Luxembourg) S.A.に引き渡すことができる。かかる場合、

Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.は、直ちにこれを消却するものと

する。 

 (6)  債務不履行等による 期 限

の利益の喪失 

本社債に関する支払義務の不履行その他本新株予約権付社債の要項に定める

一定事由が発生し、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.が残存する本

社債の期限の利益喪失を当社に通知した場合、当該通知受領より 15 日以内に

当該事由を治癒し、又はその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の措置

を取らない限り、当社は残存する本社債の全部を本社債の額面金額の 100％で

償還しなければならない。 

 (7)  券 面 の 様 式 

 

本新株予約権付社債の券面は、額面金額 5,000,000 円の各本社債と各本新株予

約権 1 個を表章する無記名式の新株予約権付社債券（以下｢本新株予約権付社

債券｣という。）とする。本新株予約権付社債の所持人は、本新株予約権付社債

券について、記名式とすることを請求することはできないものとする。 
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において証券の募集が行われる場合には、米国1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件におい

ては米国における同社債の募集は行われません。 

 (8)  本社債の償還金支払場所  Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.の所定の営業所 

 (9)  本社債の担保又は保証 本社債には担保又は保証を付さない。 

 (10) 特 約 

(イ) 

 

追加金の支払 

  本社債の元本及びプレミアム（もしあれば）の一切の支払いは、日本国又は日

本の税務当局により又はこれに代わり現在又は将来課される一切の公租公課の

源泉徴収又は控除がなされることなく行われる。但し、かかる公租公課の源泉

徴収又は控除が法令により義務付けられる場合には、本新株予約権付社債の要

項に定める一定の場合を除き、当社は、本新株予約権付社債の所持人に対し、

当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払われ

たであろう額と等しくなるように追加金を支払う。 

 (ロ) 担保設定制限 

本新株予約権付社債が残存している限り、当社は、現在若しくは将来の外債（以

下に定義する。）又はその保有者のための外債に対する保証、補償その他類似の

債務につき、当社の現在又は将来の資産又は収入に、質権、抵当権又はその他

の担保を設定しない。但し、かかる担保の利益が同時に本新株予約権付社債に

対しても同一の割合で及ぶ場合、かかる担保と比べ本新株予約権付社債の所持

人に不利ではないと Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.がみなす担保

若しくは保証が供与されている場合、又は本新株予約権付社債の社債権者集会

の特別決議により承認されている場合は、この限りではない。 

本項において「外債」とは、当社又は第三者が発行するボンド、ノート又はデ

ィベンチャー（日本法上の社債に該当するものであり、償還期限が発行日から

1 年を超えるもの）により表章される債務で、(ⅰ)日本円以外の通貨で表示さ

れ、又は(ⅱ)日本円で表示され、かつその元本総額の過半が当社若しくは上記

第三者により又はそれらの者の同意を得て日本国外で当初募集若しくは販売さ

れるものをいう。なお、上記(ⅰ)及び(ⅱ)のいずれの場合においても、日本国

外の証券取引所、店頭市場又はその他類似の証券市場において、当面、登録さ

れ、上場され、通常取扱われ、若しくは取引されているもの、又はそれが意図

されているものをいう。 

 (11) 上 場 該当事項なし。 

 (12) 安 定 操 作 取 引 該当事項なし。 

 (13) その他、本新株予約権付社債の発行に関する事項は、当社の代表取締役及び代理人が決定する他、本新株予約

権付社債に関する社債買取、支払代理及び新株予約権行使代理契約書に定めるところによる。 
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ご注意：本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を

目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募集又は売出しは行われません。 

また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933 年証券法に基づ 
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(ご参考) 

 

１．調達資金の使途 

(1) 今回調達資金の使途 

本新株予約権付社債の新規発行による手取金については、以下に充当することを予定しています。 

① 米国における一般製造業・流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステムの業容拡大のため、米国

Wynright Corporation の株式取得資金の全部又は一部として、2014 年 3 月期に 大 5,000 百万円（当該株

式取得の実行時期によっては、一時的に手元資金にて当該株式取得資金の払込を行う場合もあります。）。 

  但し、外部環境の変化を含む諸事情によっては、当該株式取得が予定された時期及び条件で実行されない可

能性、又は当該株式取得そのものが中止される可能性があり、かかる場合には、当該株式取得資金に充当す

る予定であった金額を 2014 年 4 月から 2016 年 3 月末までの設備投資資金に充当する予定です。 

② 2014 年 3 月期末までに発生する各事業にかかる設備投資資金として 2,500 百万円。 

③ 残額については、2014 年 3 月期末までに長期借入金の返済資金。 

 

(2) 前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

 

(3) 業績に与える影響 

本新株予約権付社債に利息は付されておらず、本新株予約権付社債の発行により金利負担軽減の効果がある

と考えておりますが、当該効果が当社グループの業績に与える影響は軽微です。また、本新株予約権付社債

の行使が行われる場合には当社グループの財務基盤が強化されるものと考えております。 

 

2．株主への利益配分等 

(1) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を 重要課題と位置づけ、剰余金の配当につきましては、株主の皆様

への更なる利益還元を視野に入れて、連結当期純利益をベースとする業績連動による配当政策を取り入れる

とともに残余の剰余金につきましては内部留保金として、今後の成長に向けた投資資金に充てる方針であり

ます。 

2014 年 3 月期にスタートした新 4ヵ年中期経営計画「Value Innovation 2017」では、1株当たり配当金の持

続的成長を課題の一つとして、中長期的連結配当性向 30％を目指しています。 

 

(2) 配当決定に当たっての考え方 

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年 2 回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、

中間配当、期末配当ともに取締役会であります。 

 

(3) 内部留保資金の使途 

内部留保資金の使途につきましては、上記 2．（1）をご参照ください。 
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(4) 過去 3決算期間の配当状況等 

（注） 1.株当たり連結当期純利益は、期中平均株式数に基づいて計算しています。 

 2.実績連結配当性向は、1株当たり年間配当金を 1株当たり連結当期純利益で除した数値です。 

 3.自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益を自己資本（新株予約権及び少数株主持分 

控除後の連結純資産合計で期首と期末の平均）で除した数値です。 

 4.連結純資産配当率は、1株当たり年間配当金を 1株当たり連結純資産（期首と期末の平均） 

で除した数値です。 

３．その他 

(1) 潜在的株式による希薄化情報等 

 転換価額が未定なため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。 

(2) 過去 3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

  ①エクイティ・ファイナンスの状況 

      該当事項はありません。 

 

②過去 3決算期間及び直前の株価等の推移 

 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期 

始 値 738 円 610 円 480 円 775 円 

高 値 785 円 612 円 777 円 1,048 円 

安 値 369 円 374 円 373 円 682 円 

終 値 604 円 480 円 771 円 1,037 円 

株価収益率 136.34 倍 43.44 倍 19.22 倍 ‐ 

（注） 1.2014 年 3 月期につきましては、2013 年 9 月 11 日現在で表示しております。 

 2.株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 3.株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期末の 1 株当たり当期純利益(連

結)で除した数値であります。なお、2014 年 3 月期については未確定のため記載し

ておりません。 

 

(3)ロックアップについて 

当社は、当該募集に関する本新株予約権付社債に関する社債買取、支払代理及び新株予約権行使代理契約書の

締結日から払込期日後 180 日間を経過するまでの期間中、Mizuho International plc の事前の書面による承諾

を受けることなく、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換又は交換可能な有価証券の発行又は当社普通株

式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等、又は株式等の全部又は一部を直接又は間接に

移転するデリバティブ取引等の締結(但し、単元未満株式の保有者を単元株式の保有者とすることを目的とす

る当社による株式の売渡し及び移転、新株予約権の行使の際の本社債又は株式の発行及び売却、当社及び当社

子会社の取締役及び従業員向けのストックオプションの付与、その他適用法上の要請による場合等を除く。)

を行わない旨を合意しております。 

以 上 

 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 

1 株当たり連結当期純利益 2.43 11.05 40.12

1 株当たり年間配当金 

（うち 1株当たり中間配当金） 

15.00 円

(5.00 円)

15.00 円

(5.00 円)

15.00 円

(5.00 円)

実績連結配当性向 617.3％ 135.7％ 37.4％

自己資本連結当期純利益率 1.3％ 2.8％ 8.1％

連結純資産配当率 2.3％ 2.2％ 2.0％


